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行
政
デ
ジ
タ
ル
化
の
遅
れ
と
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置

　
政
府
は
、
20
年
12
月
に
「
デ
ジ
タ
ル
社

会
の
実
現
に
向
け
た
改
革
の
基
本
方
針
」

（
以
下
、
基
本
方
針
）
を
発
表
し
、「
デ
ジ

タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
を
迅
速

か
つ
重
点
的
に
推
進
す
る
新
た
な
司
令

塔
」
と
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
庁
を
21
年
9
月

に
発
足
さ
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
デ
ジ
タ
ル
庁
創
設
の
背
景
と
し
て
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
対
面
・
接
触
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
制
限
さ
れ

る
中
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
き
行
政
の
デ
ジ

タ
ル
化
が
一
向
に
進
ん
で
お
ら
ず
、
迅
速

な
支
援
や
業
務
処
理
、
情
報
連
携
等
が
困

難
な
実
態
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
国
の
特
別
定
額
給

付
金
や
雇
用
調
整
助
成
金
な
ど
で
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請
が
混
乱
し
給
付
が
遅
延
し
た
こ

と
、
保
健
所
の
コ
ロ
ナ
感
染
者
情
報
の
把

握
・
報
告
が
フ
ァ
ク
ス
な
ど
旧
態
依
然
の

方
法
で
あ
っ
た
こ
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン
教
育

や
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
へ
の
対
応
が
後
手
に

回
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ん
で
い
な
い

理
由
と
し
て
、
官
民
に
お
け
る
「
書
類
・

対
面
・
押
印
」
の
慣
行
や
変
化
に
対
す
る

現
場
の
抵
抗
、
行
政
の
縦
割
り
構
造
、
時

代
遅
れ
と
な
っ
た
レ
ガ
シ
ー
（
遺
産
）
シ

ス
テ
ム
の
存
在
、
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
不
足

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
中
で
も
、
組
織
横
断
的
に
デ
ジ
タ

ル
化
を
強
力
に
推
し
進
め
る
組
織
が
不
在

で
あ
っ
た
こ
と
の
問
題
が
大
き
い
。
こ
れ

が
、
統
一
的
に
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
政

策
や
計
画
を
策
定
し
て
も
な
お
、
国
の
省

庁
や
地
方
自
治
体
に
お
け
る
ば
ら
ば
ら
の

デ
ジ
タ
ル
化
や
情
報
化
投
資
を
招
い
て
き

た
一
因
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
公
的
セ
ク

タ
ー
内
で
組
織
ご
と
に
独
自
の
シ
ス
テ
ム

や
業
務
手
続
き
が
規
定
・
整
備
さ
れ
て
き

た
た
め
、
本
来
で
あ
れ
ば
共
通
化
・
標
準

化
で
き
る
シ
ス
テ
ム
や
事
務
が
多
く
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
複
投
資
が
放
置
さ

れ
た
だ
け
で
な
く
、
組
織
間
で
相
互
に
連

携
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
く
、
コ
ロ
ナ
禍
で

前
述
の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
反
省
を
踏
ま
え
、
デ
ジ
タ
ル

本
格
化
す
る
日
本
の
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト

デ
ジ
タ
ル
庁
創
設
、行
政
改
革
と
一
体
的
推
進
を

日
本
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員

野
村
敦
子

解 説

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に
よ
り
、
わ
が
国
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
デ
ジ
タ
ル
化
の
遅
れ
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
2
0
2
0
年
9
月
に
発
足
し
た
菅
政
権
は
、
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
む
こ
と

を
表
明
し
た
。
そ
の
象
徴
的
な
取
り
組
み
が
、
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
の
司
令
塔
組
織
「
デ
ジ
タ
ル
庁
」（
仮
称
）
の
創

設
で
あ
る
。
海
外
の
事
例
を
見
る
と
、
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
は
行
政
改
革
と
一
体
で
推
進
さ
れ
て
お
り
、
司
令
塔
組
織

に
は
関
係
機
関
に
対
し
指
示
、
執
行
で
き
る
強
い
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
デ
ジ
タ
ル
庁
に
も
、
行
政
業
務

を
デ
ジ
タ
ル
に
置
き
換
え
る
単
な
る
旗
振
り
役
と
し
て
で
は
な
く
、
組
織
横
断
的
に
徹
底
し
た
改
革
を
推
し
進
め
る
役
割

と
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
機
能
と
権
限
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

の
む
ら
・
あ
つ
こ
　
88
年
早
大
政
経

学
部
卒
、同
年
三
井
銀
行（
現
三
井
住

友
銀
行
）入
行
。さ
く
ら
総
合
研
究
所

（
現
日
本
総
合
研
究
所
）産
業
調
査
部

等
を
経
て
、現
在
に
至
る
。注
力
テ
ー

マ
は
成
長
戦
略（
ベ
ン
チ
ャ
ー
支
援
、

I
T
融
合
等
）、産
業
政
策
。
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庁
は
「
各
府
省
等
に
対
す
る
総
合
調
整
権

限
（
勧
告
権
等
）
を
有
す
る
強
力
な
司
令

塔
機
能
」
等
を
有
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
主
要
な
業
務
対
象
は
、
①

国
の
情
報
シ
ス
テ
ム
②
地
方
共
通
の
デ
ジ

タ
ル
基
盤
③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
④
民
間
・
準

公
共
部
門
の
デ
ジ
タ
ル
化
支
援
⑤
デ
ー
タ

利
活
用
⑥
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
⑦

デ
ジ
タ
ル
人
材
の
確
保
─
で
あ
り
、「
誰

一
人
取
り
残
さ
な
い
、
人
に
優
し
い
デ
ジ

タ
ル
化
」
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
（
図
表
1
）。

　
デ
ジ
タ
ル
庁
が
既
存
の
官
庁
と
異
な
る

点
は
、
民
間
の
人
材
を
積
極
的
に
登
用
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
I
T
関
連
の
高
い
専

門
性
や
、
利
用
者
視
点
の
サ
ー
ビ
ス
開
発

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
定
員
約

5
0
0
人
の
う
ち
1
0
0
人
以
上
を
民
間

か
ら
採
用
す
る
方
針
で
あ
る
。
4
月
か
ら

先
行
し
て
実
施
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
合

わ
せ
、
既
に
30
人
程
度
の
非
常
勤
の
国
家

公
務
員
を
募
集
し
て
お
り
（
募
集
期
間
：

1
月
4
日
〜
22
日
）、
テ
レ
ワ
ー
ク
や
兼

業
を
認
め
る
な
ど
、
従
来
の
公
務
員
と
は

全
く
異
な
る
柔
軟
な
就
業
形
態
を
導
入
し

て
い
る
。
ま
た
、
国
家
公
務
員
の
採
用
試

験
に
新
た
に
「
デ
ジ
タ
ル
職
」
の
区
分
を

設
け
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
22
年

度
か
ら
の
実
施
を
目
指
し
て
い
る
。

海
外
の
司
令
塔
組
織

　
わ
が
国
で
注
目
さ
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル

庁
で
あ
る
が
、
諸
外
国
に
お
い
て
デ
ジ
タ

ル
ガ
バ
メ
ン
ト
の
司
令
塔
組
織
に
は
ど
の

よ
う
な
機
能
や
役
割
が
あ
る
の
か
。
先
行

事
例
と
し
て
、
国
連
の
世
界
電
子
政
府
ラ

ン
キ
ン
グ
1
位
の
デ
ン
マ
ー
ク
と
、
2
位

の
韓
国
に
つ
い
て
見
て
い
く
（
図
表
2
）。

　
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
財
務
省
が
デ
ジ
タ

ル
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
の
主
導
的
な
役
割
を

担
っ
て
お
り
、
傘
下
に
公
的
セ
ク
タ
ー
の

デ
ジ
タ
ル
戦
略
や
行
動
計
画
の
遂
行
に
つ

い
て
責
任
を
負
う
「
デ
ジ
タ
ル
化
庁

（D
anish Agency for D

igitisation

）」

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
行
政
改
革
を
主
導

す
る
役
割
を
担
い
、
予
算
配
分
の
権
限
を

有
す
る
財
務
省
が
、
公
的
セ
ク
タ
ー
共
通

の
施
策
で
あ
る
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
を

推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
考
え
に

基
づ
く
。

　
デ
ジ
タ
ル
化
庁
は
、
デ
ジ
タ
ル
政
策
を

担
う
複
数
の
省
庁
の
組
織
を
統
合
す
る
形

で
11
年
に
設
立
さ
れ
た
。
ス
タ
ッ
フ
数
は

約
2
9
0
人
で
、
デ
ジ
タ
ル
政
策
に
関
す

る
政
府
の
ビ
ジ
ョ
ン
や
戦
略
、
行
動
計
画

の
策
定
・
遂
行
、
国
と
地
方
が
参
画
す
る

意
思
決
定
機
関
（
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
運
営

委
員
会
）
の
運
営
と
議
長
役
、
組
織
横
断

的
な
協
力
体
制
の
構
築
、
イ
ン
フ
ラ
の
開

発
と
管
理
な
ど
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。

ま
た
、
同
じ
財
務
省
傘
下
に
は
政
府
I
T

サ
ー
ビ
ス
庁
が
設

置
さ
れ
て
お
り
、

政
府
内
の
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
の
共

通
化
や
業
務
の
標

準
化
、
各
省
庁
に

対
す
る
I
T
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
や
助

言
な
ど
を
行
っ
て

い
る
。

　
予
算
に
関
し
て

は
、
大
規
模
I
T

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

経
験
を
有
す
る
官

民
の
委
員
か
ら
成

る
デ
ン
マ
ー
ク

I
C
T
評
議
会
が
、

1
0
0
0
万
デ
ン

マ
ー
ク
クローネ
（
約

1
・
6
億
円
）
を

超
え
る
政
府
機
関

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

や
、
6
0
0
0
万

デ
ン
マ
ー
ク
クローネ

（
約
10
億
円
）
を

超
え
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
リ
ス
ク
評
価
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

デ
ン
マ
ー
ク
で
は
18
年
以
降
、
新
し
い
法

案
は
原
則
的
に
デ
ジ
タ
ル
対
応
と
す
る
こ

（出所）「デジタル改革関連法案ワーキンググループ作業部会とりまとめ」2020年11月20日
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000722994.pdf）

〈図表1〉デジタル庁の業務・予算のイメージ

移管
（一部共管）

移管
（一部共管等）

統括
・監理

一括計上

【社会のデジタル化の基盤】

【各種情報システム】

【各府省共通システム等】

【予算】

デジタル庁 各府省・地方公共団体

・マイナンバー（内閣府・総務省）
・マイナンバーカード（総務省）
・公的個人認証（総務省）
・電子署名（総務省・法務省・経済産業省）
・法人番号（財務省）
・Gビス ID（経済産業省）　　　　　　　等

・政府・独法のシステム（総務省、各府省）
・地方公共団体のシステム（総務省、約 1,700 団体）
・準公共分野のシステム（各所管府省）

・各府省が共通で利用するシステム
・規模の大きなシステム
・地方公共団体が利用できるプラットフォーム（クラウド基盤）

・国の情報システム関連予算合計 8千億円のうち令和 2年度
は約 700億円を一括計上。

・国の情報システム予算を一括計上し、各府省へ配分
（初年度は要求額で 3千億円規模の見込み）

総合調整

企画・立案

統括・監理

自らシステム整備
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と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
（D

igital-ready 

Legislation

）、
財
務
省
内
の
専
門
組
織

が
法
案
の
審
査
や
助
言
等
を
行
っ
て
い
る
。

　
地
方
自
治
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て

は
、
基
礎
自
治
体
の
代
表
機
関
で
あ
る

K
L
（L

o
c
a
l G

o
v
e
rn
m
e
n
t 

D
enm

ark

）
が
出
資
す
る
非
営
利
組
織

の
K
O
M
B
I
T
が
、
I
T
ベ
ン
ダ
ー
と

の
間
の
仲
介
者
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

K
O
M
B
I
T
の
役
割
は
、
地
方
自
治
体

が
一
体
と
な
っ
て
I
T
シ
ス
テ
ム
の
交

渉
・
調
達
を
行
う
こ
と
で
購
買
力
を
高
め
、

市
場
に
競
争
を
も
た
ら
し
、
ベ
ン
ダ
ー
ロ

ッ
ク
イ
ン
（
特
定
の
I
T
ベ
ン
ダ
ー
に
囲

い
込
ま
れ
る
こ
と
）
を
回
避
す
る
こ
と
に

あ
る
。
加
え
て
、
K
O
M
B
I
T
が
地
方

自
治
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
関
与
す
る
こ
と

で
、
地
方
自
治
体
間
、
あ
る
い
は
中
央
と

地
方
間
、
公
共
機
関
間
の
シ
ス
テ
ム
の
相

互
運
用
性
の
確
保
を
可
能
と
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。
K
O
M
B
I
T
の
従

業
員
数
は
約
3
5
0
人
で
、
シ
ス
テ
ム
デ

ザ
イ
ン
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、

I
T
調
達
な
ど
の
専
門
的
な
ス
キ
ル
を
有

す
る
。
な
お
、
K
L
は
地
方
自
治
体
の
職

員
向
け
に
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
メ
リ
ッ
ト
・

デ
メ
リ
ッ
ト
を
理
解
す
る
た
め
の
研
修
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
い
る
。

　
一
方
、
韓
国
は
大
統
領
の
強
力
な
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
行
政
安
全
部
が
デ
ジ

タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
や
行
政
改
革
を
推
進
し

て
い
る
。
行
政
安
全
部
は
、
デ
ジ
タ
ル
ガ

バ
メ
ン
ト
政
策
に
関
し
て
中
央
省
庁
と
地

方
自
治
体
の
間
を
調
整
す
る
司
令
塔
の
役

割
を
担
っ
て
お
り
、
大
臣
は
官
民
か
ら
成

る
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
電
子
政
府
推
進

委
員
会
の
議
長
を
務
め
る
。
行
政
安
全
部

の
傘
下
に
は
、
実
動
組
織
と
し
て
情
報
化

振
興
院
（
N
I
A
）
が
存
在
す
る
。

N
I
A
は
、
国
の
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト

戦
略
・
計
画
の
策
定
、
政
府
部
門
の
情
報

通
信
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
、
I
T
シ
ス
テ
ム

調
達
や
先
端
技
術
に
関
す
る
サ
ポ
ー
ト
の

ほ
か
、
技
術
標
準
や
業
務
処
理
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
、
実
施
状
況
の
監

査
・
評
価
、
輸
出
支
援
な
ど
を
行
っ
て
い

る
。
N
I
A
の
院
長
・
副
院
長
は
公
募
で

選
ば
れ
、
院
長
は
次
官
級
で
あ
る
。
職
員

数
は
6
7
0
人
（
う
ち
正
社
員
は
約
半
数

で
、
ほ
と
ん
ど
が
民
間
人
）
で
、
シ
ス
テ

ム
設
計
や
仕
様
の
詳
細
化
、
要
件
定
義
等

の
能
力
を
有
す
る
I
T
の
専
門
家
に
加
え
、

デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
構
築
で
必
要
と
な

る
法
律
、
医
療
、
教
育
、
金
融
等
の
専
門

知
識
を
有
す
る
人
材
も
採
用
し
て
お
り
、

9
割
が
博
士
号
を
取
得
し
て
い
る
エ
キ
ス

パ
ー
ト
集
団
で
あ
る
。

　
地
方
自
治
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
関
し
て

は
、基
幹
シ
ス
テ
ム
は
国
（
行
政
安
全
部
）

が
一
元
的
に
構
築
・
提
供
し
て
い
る
が
、

地
域
情
報
開
発
院
（
K
L
I
D
）
が
そ
の

維
持
・
運
用
の
ほ
か
、
地
方
自
治
体
の
情

報
化
戦
略
策
定
や
共
通
シ
ス
テ
ム
の
開

発
・
導
入
・
運
営
等
を
支
援
し
て
い
る
。

K
L
I
D
の
職
員
数
は
約
2
8
0
人
で
院

長
は
次
官
級
、
ま
た
は
局
長
級
と
さ
れ
、

N
I
A
同
様
に
要
件
定
義
等
が
可
能
な
専

門
能
力
を
持
つ
職
員
を
擁
す
る
。

　
韓
国
で
は
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
の
法

的
根
拠
と
し
て
、
01
年
に
電
子
政
府
法
が

施
行
さ
れ
て
お
り
、
行
政
機
関
の
長
や
職

員
の
責
務
、
デ
ジ
タ
ル
に
即
し
た
業
務
や

組
織
の
再
設
計
、
文
書
の
電
子
化
や
窓
口

訪
問
不
要
の
原
則
、
職
員
の
情
報
化
教
育

の
計
画
・
実
施
、
成
果
の
分
析
と
評
価
・

公
開
、
次
の
計
画
へ
の
反
映
な
ど
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。

先
進
国
か
ら
学
ぶ
点

　
こ
れ
ら
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
先
進
国

の
事
例
か
ら
わ
が
国
が
参
考
に
す
べ
き
点

は
多
い
が
、
特
に
司
令
塔
組
織
の
機
能
や

役
割
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
以
下
の
3
点

を
指
摘
で
き
る
。

　
第
一
に
、
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
を
進

め
る
に
当
た
り
、
司
令
塔
組
織
の
下
、
指

揮
系
統
が
一
本
化
さ
れ
て
お
り
、
国
と
地

方
自
治
体
が
一
体
と
な
っ
て
長
期
的
な
視

点
か
ら
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
だ
。
そ
し
て
、
司
令
塔
組
織
は
単
に
行

政
機
関
の
I
T
シ
ス
テ
ム
調
達
の
窓
口
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
行
政
改
革
・

業
務
改
革
を
前
提
と
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
化

に
適
合
し
た
組
織
体
制
や
業
務
プ
ロ
セ
ス
、

制
度
の
再
設
計
を
指
揮
・
支
援
す
る
役
割

を
担
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
ト
ッ
プ
の
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
も
と
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル

化
の
ビ
ジ
ョ
ン
や
重
要
性
が
行
政
機
関
の

幹
部
や
職
員
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
司
令
塔
組
織
の
傘
下
に
技
術

的
な
支
援
を
提
供
す
る
専
門
家
か
ら
成
る

組
織
が
設
置
さ
れ
、
中
央
政
府
な
ら
び
に

地
方
自
治
体
の
共
通
戦
略
の
策
定
や
シ
ス

テ
ム
・
サ
ー
ビ
ス
の
共
同
調
達
・
共
同
開

発
を
実
現
し
て
い
る
点
が
あ
る
。
司
令
塔

組
織
や
専
門
組
織
に
は
、
I
T
人
材
以
外

に
も
デ
ジ
タ
ル
化
の
対
象
と
な
る
分
野

（
医
療
や
教
育
、
金
融
、
法
律
等
）
の
専

門
家
が
登
用
さ
れ
て
お
り
、
I
T
ベ
ン
ダ

ー
、
行
政
機
関
の
双
方
と
の
専
門
的
な
対

話
や
橋
渡
し
が
可
能
な
体
制
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
両
国
で
は
専
門
人
材
の
育

成
・
登
用
に
と
ど
ま
ら
ず
、
デ
ジ
タ
ル
ガ

バ
メ
ン
ト
の
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
一
般
職
員

や
市
民
に
対
し
て
も
デ
ジ
タ
ル
リ
テ
ラ
シ

ー
（
活
用
力
）
教
育
を
実
施
し
て
い
る
。
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第
三
に
、
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
の
計

画
や
予
算
の
決
定
・
執
行
か
ら
、
進し

ん

捗
ち
ょ
く

状
況
や
成
果
ま
で
、
分
析
・
評
価
、
公
表

す
る
仕
組
み
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
国
民

に
対
し
て
透
明
性
を
高
め
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。
取
り
組
み
の
中
に
は
良
い
結
果
も

悪
い
結
果
も
あ
ろ
う
が
、
国
民
に
対
し
つ

ま
び
ら
か
に
公
表
し
、
目
標
未
達
の
場
合

に
は
原
因
を
究
明
し
て
、
次
の
戦
略
や
計

画
に
反
映
さ
せ
て
い
く
仕
組
み
と
な
っ
て

い
る
。

　
そ
れ
以
外
に
も
、
両
国
は
市
民
や
企
業

向
け
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
や
、
行
政
デ
ー
タ
の
共
同
利
用
な
ど
を

実
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
司
令
塔
組
織

の
下
、
組
織
横
断
的
な
協
力
が
進
め
ら
れ

た
結
果
で
あ
り
、
わ
が
国
で
も
中
長
期
的

に
検
討
し
て
い
く
べ
き
課
題
と
言
え
よ
う
。

求
め
ら
れ
る
徹
底
し
た
行
政
改
革

　
わ
が
国
で
も
、
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト

先
進
国
の
取
り
組
み
に
倣
い
、
司
令
塔
組

織
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
庁
を
創
設
す
る
と
と

も
に
民
間
I
T
人
材
の
積
極
的
な
登
用
、

迅
速
に
シ
ス
テ
ム
開
発
を
行
う
「
ア
ジ
ャ

イ
ル
開
発
」
の
考
え
方
の
導
入
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
さ
ら
な
る
活
用
な
ど
が
打
ち
出

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
向
性
は
正
し
い
と

言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
司
令
塔
組
織
の

設
置
は
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
実
現
の
第

一
歩
に
す
ぎ
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
行

政
の
現
場
で
非
効
率
に
な
っ
て
い
る
業
務

プ
ロ
セ
ス
や
不
合
理
な
制
度
・
慣
行
な
ど

を
利
用
者
の
視
点
か
ら
徹
底
的
に
見
直
し
、

仕
事
内
容
や
サ
ー
ビ
ス
の
課
題
を
改
善
し

た
り
、
質
を
高
め
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
単
に
行
政
手
続
き
や
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
手
段
を
デ
ジ
タ
ル
に
置
き

換
え
た
り
、
人
工
知
能
（
A
I
）・
ビ
ッ

グ
デ
ー
タ
な
ど
最
先
端
の
技
術
を
導
入
し

た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
現
場
の
職
員
の

意
識
や
行
動
の
変
革
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
ま
た
、
最
近
の
わ
が
国
で
の
論
調
を
見

る
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
非
常
時

対
応
の
側
面
か
ら
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト

の
推
進
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
確

か
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
は
こ
れ
ま
で
の
社
会

や
生
活
様
式
、
価
値
観
の
変
容
を
も
た
ら

し
て
お
り
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
取
り
組
み
を

加
速
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ

ジ
タ
ル
化
や
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
は
、

今
回
の
よ
う
な
非
常
事
態
に
限
ら
ず
、
将

来
の
少
子
高
齢
化
に
伴
う
人
手
不
足
や
財

政
的
な
制
約
が
懸
念
さ
れ
る
中
で
、
平
時

に
お
い
て
も
行
政
の
効
率
性
や
透
明
性
を

高
め
、
市
民
が
求
め
る
質
の
高
い
行
政
サ

ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
上
で
重
要
で
あ
り
、

長
期
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　
デ
ン
マ
ー
ク
や
韓
国
で
は
、
司
令
塔
組

織
は
行
政
改
革
を
主
導
す
る
役
割
を
担
う

省
庁
に
設
置
さ
れ
、
行
政
改
革
と
デ
ジ
タ

ル
ガ
バ
メ
ン
ト
が
一
体
的
に
推
進
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
取
り
組
み
は
長
期
に
及
び
、

定
期
的
な
評
価
と
反
省
、
次
期
計
画
へ
の

反
映
な
ど
不
断
の
見
直
し
・
改
善
が
行
わ

れ
て
い
る
。
わ

が
国
の
司
令
塔

組
織
と
し
て
の

デ
ジ
タ
ル
庁
の

役
割
も
、
行
政

業
務
を
デ
ジ
タ

ル
に
置
き
換
え

る
旗
振
り
役
と

い
う
よ
り
も
、

前
例
踏
襲
主
義

や
旧
態
依
然
と

し
た
規
制
を
打

破
し
、
省
庁
横

断
的
な
行
政
改

革
を
断
行
す
る

た
め
の
手
段
と

し
て
、
デ
ジ
タ

ル
技
術
の
導
入

や
標
準
化
・
共

通
化
を
主
導
す

る
こ
と
に
あ
ろ

う
。
従
っ
て
、

デ
ジ
タ
ル
庁
に
は
組
織
横
断
的
に
徹
底
し

た
行
政
改
革
を
進
め
て
い
く
た
め
の
機
能

と
権
限
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

実
施
さ
れ
た
施
策
を
き
ち
ん
と
検
証
・
評

価
し
、
次
の
施
策
に
反
映
さ
せ
て
い
く
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
導
入
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。（出所）日本総合研究所作成

〈図表2〉デンマークと韓国のデジタルガバメントの概要
項目

司令塔組織（所掌）：
意思決定機関
実動組織
技術的支援・サービス提供

成果の分析・評価・公表

法的な対応

デジタルリテラシー教育

行政データの共同利用

ワンストップポータルサイト

デジタル包摂への対応

デンマーク
財務省傘下
　ポートフォリオ運営委員会
　デジタル化庁
中央省庁：政府 IT サービス庁
地方自治体：KOMBIT
次期計画に前回内容を反映
利用率以外に認知度・満足度も
測定
行政向け：デジタル対応の法律
市民向け：デジタルセルフサー
ビス法、デジタルポスト法
基礎自治体の代表組織（KL）
が自治体職員向け研修プログラ
ム提供
基本データプログラムによりベー
スレジストリ整備、データディス
トリビュータがハブとして機能
市民向け：Borger.dk
法人向け：Virk.dk
デジタル包摂室の設置

韓国
行政安全部傘下
　電子政府推進委員会
　情報化振興院
中央省庁：情報化振興院
地方自治体：地域情報開発院
電子政府法で規定
利用率以外に認知度・満足度も
測定
電子政府法

電子政府法で規定、情報化教育
センターが各種研修プログラム
提供
電子政府法で規定、行政情報共
同利用センターが行政情報共同
利用システムを管理・運営
市民向け：政府 24
法人向け：KONEPS（電子調達）
情報格差解消法の制定


